
 

 

 

 

 

 

長崎県ナースセンターは、厚生労働大臣の許可を受けた看護職の無料職業紹介所

（看護職のハローワーク）です。          [平成 4 年 長崎県指定] 

 
 

看護職の無料職業紹介事業 

現場経験のある看護師等の有資格者が、求職や求人の相談に応じます 
 

・ 就職に際しての心配事や職場の悩み、不安など、看護の仕事に関する相談を受け付けます。 

職場変更をお考えの方も、まずはご相談ください。 

・ 個人情報は厳守しますので、ご安心ください。 

・ 求人をお考えの施設も、まずはご相談ください。 

・ 求職・求人の相談や登録は全て無料です。仲介料等も不要です。 

                                    

看護職の届出制度による生涯支援 
2015 年 10 月から「看護職の届出制度」が始まりました。離職した看護職の方が、より 

スムーズに再就職できるよう、生涯にわたる看護職のキャリア継続への支援を行っています。 

 

再就職をバックアップ 
登録された方には、「ナースセンターだより」「求人情報」等をお届けします。 

最新の看護についての情報提供や復職・就業支援研修等のご案内など、再就職への支援を行っ

ています。 

 

看護職を目指す方への進路相談 
「看護職になるにはどうすればいい？」 

「看護職としてスキルアップのため進学をしたい」とお考えの方には 

県内の看護学校の案内等も行っています。 登録票  

 

まずは、最寄りの相談所へ来所いただくかお電話等でご相談ください 

 

～ 相談受付 ～ 
地 区 住    所 電話番号 受付時間 

諫 早 

（本所） 

諫早市永昌町 23-6 

ながさき看護センター内 
TEL：0957-49-8060 

FAX：0957-49-8063 

月曜日～金曜日（祝日除く） 

9：00～1７：00 

長 崎 

（支所） 

長崎市魚の町 3-28 

長崎赤十字会館 6 階 

TEL：095-828-1747 

FAX：095-828-1754 

火・水・木曜日（祝日除く） 

９：00～16：00 
※月･金曜日は転送電話により諫早にて対応 

佐世保 

（支所） 

佐世保市平瀬町 3-1 

長崎県看護キャリア支援センター内 
TEL：0956-23-8208 

FAX：0956-23-8212 

月曜日～土曜日（祝日除く） 

10：00～17：30 

2021.4 

資料６





太枠内の項目に記入してください。 *は記入必須項目です。

選択肢に番号があるものは1つ選択し、○をつけてください。

(  )該当するものにチェックをつけてください。 記入年月日（西暦） 年 月 日

氏名(*) フリガナ フリガナ

姓 名

年 月 日 １．女性 ２．男性

現住所(*) 都道府県 〒

住所番地

電話番号１(*) - - - -

- -

メールアドレス１(*)

１．あり

２．なし 年 月 日

１．あり

２．なし 年 月 日

１．あり

２．なし 年 月 日

１．あり

２．なし 年 月 日

認定都道府県

１．就業していない ２．就業していないが求職中

３．就業中・就業予定（看護師等） ４．就業中・就業予定（看護師等以外）

５．学生 ６．その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

職歴

離職年月  (西暦） 年 月

離職理由 １．転職 ２．進学・留学

３．家庭の都合 ４．体調不良・療養 ５．その他（　　　　　　　　　　　　　）

１．希望する ２．希望しない ３.詳しい説明を聞きたい

※「就業状況」について：離職前に届出票を記入する場合は、想定している離職後の状況（以下参考）をご回答ください。

1．就業していない→就業する予定はない

2．就業していないが求職中→就業先が未定のため求職活動をする予定
3．就業中・就業予定（看護師等）→看護師等として就業することが決まっている
4．就業中・就業予定（看護師等以外）→看護師等以外で就業することが決まっている（例：一般事務職等）
5．学生→進学（大学院、留学等)

昭和・平成

（□看護師等として勤務 □看護師等以外の職種で勤務）

本人届出用

届出票

「看護師等の人材確保の促進に関する法律」第１６条の３第１項に基づき、以下のように届け出ます。

生年月日(*)
 (西暦）

性別(*)

電話番号２

ＦＡＸ番号

メール
アドレス２

昭和・平成

保健師免許 免許の有無(*)
登録番号

登録年月日 昭和・平成

助産師免許 免許の有無(*)
登録番号

登録年月日

転職

看護師免許 免許の有無(*)
登録番号

登録年月日 昭和・平成

准看護師免許 免許の有無(*)
登録番号

登録年月日

 ＊届け出ていただく情報は、届出サイト「とどけるん」に掲載している「とどけるんプライバシーポリシー」に基づいて管理します。

就業状況(*)

４.未定

ナースセンターが行う無料職業紹介事業（eナースセンター）への登録を
希望しますか

復職の意向 １．すぐに復職したい ２．いずれ復職したい ３.ない



ナースセンターへの届出制度と 
復職支援をご利用ください！ 

 届出制度とは、保健師・助産師・看護師・准看護師の免許を持ちながら、その仕事に就いていな

い方に、氏名や連絡先などを都道府県ナースセンター※ へ届け出ていただく制度です。 

 ※都道府県ナースセンターは、法律に基づいて都道府県知事が指定する、看護職員確保の公的な拠点です。 

 団塊の世代が75歳以上となる平成37（2025）年には、看護職員が約196～206万人必要

と推計されています。今後、少子化が進む中で看護職員の人材確保を進めるためには、潜在看護

職員を含めた離職中の看護師等の復職支援が必要となっています。 

 このため、平成27年10月から新たな届出制度（届出は努力義務）が始まりました。 

 届出情報をもとに、都道府県ナースセンターが離職中の看護師等の方とつながりを保ち、それぞれ

の状況に応じて、復職に向けた研修、無料の職業紹介、相談員によるアドバイスや情報提供等の

支援を行います。  

看護師等の仕事をされていない 
免許保持者の皆さんへ  

厚生労働省 

「看護師等の人材確保の促進に関する法律」が改正され、平成27年10月1日から施行されました。届出制度とは？ 

ナースセンターによる看護職員の復職支援 



■ 病院等を離職するなど、以下の場合です。 
   ・ 病院等を離職した場合 （病院等： 病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、指定訪問看護事業を行う事業所） 

   ・ 保健師、助産師、看護師、准看護師の業に従事しなくなった場合 
   ・ 免許取得後、直ちに就業しない場合 
   ・ 平成27年10月１日において、現に業務に従事していない場合 

■ 病院等の開設者、保健師・助産師・看護師・准看護師の学校・養成所の設置者は、
届出が適切に行われるよう必要な支援に努めなければならないとされています。 

■ 「支援」とは、離職する看護職員に対して届出を促す、看護職員に代わって一括して届
出を行う、学校・養成所でキャリア教育の一環として届出制度について学生への教育を
行う等です。 
病院等の開設者や学校・養成所の設置者の皆様のご協力をよろしくお願いします。 

■ 氏名、生年月日、住所 
■ 電話番号や電子メールアドレスなど、連絡先に関する情報 
■ 看護師等の籍の登録番号と登録年月日 
■ 就業に関する状況  
※ 届出事項に変更が生じた場合は、届出事項の「変更登録」を行ってください。 

 

■ インターネットを経由した届出が原則となります。 
  お持ちのスマートフォンやパソコンから、看護師等の届出サイト「とどけるん」に届出事項を入力してください。       

https://todokerun.nurse-center.net/todokerun/ 
 

 
 

■ インターネット利用環境にない方は、 
   書面での届出も可能です。 
   お近くの都道府県ナースセンターへお問い合わせください。 

届出のタイミングは？ 

届出する事項は？ 

届出の方法は？ 

「とどけるん」のトップページ 

病院などによる届出の支援

こちらのホームページにも関連情報があります 

■厚生労働省ホームページ｢看護師等免許保持者の届出制度｣（ＦＡＱもあります） 
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095486.html 

■ナースセンターが運営する無料職業紹介用サイト「eナースセンター」 

 https://www.nurse-center.net/nccs/ 










